
開発許可（協議）に係る技術基準の主な審査項目について 
＜都市計画法第３３条第１項各号（技術基準）の適合について＞

該当基準 審査基準

第 2号 道路

基準）開発区域が、幅員９．０ｍ以上の道路に接続していること。（開発区

域５０，０００㎡以上の場合）

第 2号 公園

基準）１，０００㎡以上の公園が１箇所以上設けられていること。（開発区

域２００，０００㎡未満の場合）

第 2号 消防施設

基準）消防水利施設は、開発区域のいずれの地点からも１００ｍ以内に設

置すること。

第 3号 排水設備

基準）排水施設が開発区域内の下水を有効に排出するとともに溢水等によ

る被害が生じないような構造及び能力で設計されていること。

第 4号 給水設備

基準）給水施設が当該開発区域について想定される需要に支障を来たさな

いよう設計されていること。

第 14号 関係権利者の同意

基準）当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げと

なる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。

資料５　開発許可関連資料



開発許可及び建築等許可に関する流れ

許 可 申 請 に 関 す る 事 前 相 談

係 協 議 用 の 事 前 相 談 資 料 の 提 出

許可取得の可能性に対する回答（都市政策課より）

（１週間程度）

事 前 協 議 申 出 書 の 提 出

現 場 確 認 調 査

事 前 協 議 終 了

（４週間程度）

許 可 申 請 受 付

山 形 市 長 の 許 可

（ 協 議 成 立 通 知 書 の 交 付 ）

工 事 着 手 届 提 出

工 事 完 了 届 提 出

開 発 行 為 完 了 検 査

検査済証の交付・公告

（１週間程度）


